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2024年５月26日に茨城県地方自治研究センターと自治労茨城県本部が共催で開催した「自
治研学習会」での講演資料をもとに、福井県地方自治研究センター理事の橋本和久さんに
加筆していただきました。
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先日は県本部自治研学習会でお話しする機会をいただきありがとうございました。
今回のテーマの一つは、「行政職員」には、「公務員」「労働者」という顔のほかに、「市

民」という顔を持っているという点でした。そういう視点から「自治研」を見るとどうな
るのか？　福井における自治研を一言で言うならば、それは「やりたい人がやりたいこと
をやる」ということに尽きます。私の場合、1998年10月に鳥取県米子市で開催された
「米子自治研」に当時所属していた鯖江市職から参加し、初めて「自治研」のおもしろさ
に触れました。そこで地元に帰り、お隣の武生市（現・越前市）の２人の仲間とともに
「市民自治研究会」なる自主グループを立ち上げました。この時点では組合の正規の自治
研活動ではなく、「人権」「福祉」「自治」などそれぞれのメンバーが興味を持ったテーマ
で活動を行い、それを相互に支えあう今でいうＮＰＯ的活動でした。
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私は主に市民による条例づくり＝「市民立法」に関心があり、ちょうど2000年４月か
ら新たにスタートした「介護保険制度」に関し、各自治体が制定する「介護保険条例」に
利用者の権利擁護に関する条項を盛り込んだ市民条例案を策定する市民ワークショップを
開催することになりました。この活動が60名以上の市民の参加をいただいた上、実際に
市民が提案した条項が鯖江市の条例に取り入れられるなど成功裏に終わったことを受け、
地元のＮＰＯセンターと共催で「市民立法ワークショップ」を開催。その成果をもとに、
のちに鯖江市の市民協働担当になった折、市民の皆さんと「市民活動によるまちづくり推
進条例」を一から市民だけで創り上げるという貴重な経験につながりました。
鯖江市では、その後、ＮＰＯの皆さんによる市民活動が盛んに行われ、市民と行政の協
働事業も多数生まれました。
その集大成が、2010年、市民提案による「鯖江市民主役条例」の制定でした。
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「市民主役条例」は、「まちづくりの主役は市民である」「まちづくりの基本は人づく
りである」「市は、協働のパートナーとしてまちづくりに参加する市民 気持ちに寄り添
い、その意思を尊重する」というような内容を基本理念に持つ12条からなる条例です。
全国にも例のない条例を新たに考えたワークショップの市民メンバーは、条例制定後、

「市民主役条例推進委員会」を立ち上げ、様々な実践活動や市への提言を行っています。
その最も代表的な事例が「提案型市民主役事業制度」です。これは、市が行っている公
共的な事業の中から、市民団体等が「新しい公共」の担い手として行った方が良い事業を
「市民主役事業」として創出することで、公共における民間と行政との役割分担を見直
し、市民の自治力を高めることを目的としています。市の指定文化財内で行うコンサート
や、県内の高校生や全国の大学生が鯖江に集い新たな施策を提案するプランコンテストな
ど、多数の事業が市民の力で企画・運営されています。
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ここであらためて「自治研」とは何かについて考えてみましょう。
これまで自治研活動は、行政上の課題を大学の研究者や有識者を招いて学ぶ学習会や、
一部の方々による研究活動が主でした。しかし、実は「自治研」とはもっと自由で、我々
自身が地域で行う実践的な活動の場でもあるはずです。それを一言で表わすとするなら、
組合員＝行政職員がもう一度、自分が「市民」であることを思い出す作業と言えます。
各地で人口を奪い合うとでもいうような厳しい域間競争の時代にあって、「いい地域を

作りたい」「いつまでもこのまちに住み続けたい」という思いは、市民の皆さんも我々行
政職員も同じです。
その場合、一番大事なことは、「市民の皆さんを信頼し、任せる」「行政職員はそれに寄
り添い、市民の皆さんを、励まし、元気づけ、褒め、助け、支援する」という一点にある
と思います。
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例えば、このような事例が福井では始まっています。
障がいがあるお子さんやその保護者・ボランティアの方々が、当事者団体として学童保
育の会をスタートさせ、現在では「放課後等デイサービス」「生活介護」を中心に活動を
行っていたり（エンジェル・キッズ）、町内の夏まつりの際に子どもたちが参加者として
ヨーヨーつりや屋台を楽しむのでなく、自分たちがやりたいイベント（フリーマーケッ
ト、まんが喫茶、キッズレストラン、水てっぽう合戦、つりぼり、筋肉体操など）を実施
したり（芝原５丁目の会・子ども部会）、市の防災総合訓練時に住民主体で拠点避難所を
立ち上げる訓練を実施、自ら住民の受付や段ボールハウスの設営、簡易型トイレの組み立
てや炊き出し体験を行ったりする（鯖江市）など、様々なレベル・様々な場所で、市民の
皆さんが活躍するステージづくりが進みつつあります。
その中で、これまで市役所に最も遠い存在と考えられていた女子高校生も奮起します。
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「鯖江市役所ＪＫ課」は、「市民主役条例」を制定するなど市民参加による新しいまち
づくりを進めてきた鯖江市が、2014年にスタートさせた実験的な市民協働推進プロジェ
クトです。地元のＪＫ（女子高生）たちが自由にアイディアを出しあい、さまざまな市
民・団体や地元企業、大学、地域メディアなどと連携・協力しながら、自分たちのまちを
楽しむ企画や活動をたくさん行っています。プロジェクトの中心・主役は、あくまでＪＫ
たちです。市役所の職員や地域の大人たちは、あくまで裏方のサポーターとして、協力・
協働していきます。環境ボランティア、スイーツづくり、アプリ考案などさかんな活動実
績が評価され、総務省の「平成27年度ふるさとづくり大賞」においてこの活動が評価さ
れて鯖江市が総務大臣賞を受賞しました。
また、ＪＫ課のＯＧからは、複数の方が鯖江市役所の職員として入職されています。
これらの実践の活動を下支えする役割を担ったのが、丹南市民自治研究センターです。
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丹南市民自治研究センターは越前市職と鯖江市職労が中心となって、2001年４月に結
成。福井県中心部にある丹南（たんなん）地域の住民、自治体職員、議員、研究者が、地
域の課題や暮らし、まちづくり、平和、福祉などについて、気軽に集い語り合い、学びあ
う「地域の学び舎」のような市民活動団体です。実際、2007年６月には全国的でも初と
なるＮＰＯ法人格を持つ自治研センターとなりました。
組合組織を使った動員はなし。役員は事実上、公募（手上げ方式）で、入会後すぐ１年
生でも役員（理事）になることができます。
設立後20年を迎え、職場の課題をもとにした職場自治研はもとより、ローカル線の存
続や社会福祉施設の立ち上げといった広く市民を巻き込んだ大衆運動まで、実に幅広い活
動を生み出す母体となり、組合員のみならず一般市民においても認知度の高いセンター
になっています。関係の活動からは、３度、自治研賞を受賞した活動が生まれています。
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丹南市民自治研究センターの「市民とともに」の精神は、この間、職員の間にも大き
く広がりを見せています。「ボルガライス」というマイナーなＢ級グルメを地域の代表的
なご当地グルメに育て上げた活動を初めとして、若手職員が着物を着て街中にでかけてい
ったり、地域のＮＰＯ団体とともにユニークな事業を立ち上げたり、といったこれまでの
職員像を覆すような活動が目立ちます。
ここ福井の地では、特に若手の職員が誰に言われるともなく自ら活動を始め、マスコミ
やＳＮＳ等を駆使して内外にアピールしている事例が多く見られるのも特徴と言えます。
現在では、福井以外にも地域の中でも、上に見たような「柔らかい」「新しい」やり方
で、自分の住むまちのＰＲや活性化に取り組む若者や自治体職員が増えているのではない
でしょうか？　彼ら彼女らをいかに自治研のフィールドに招き入れるかを考えることは、
今後の自治研活動の持続可能性を考えるにあたり、大きな課題と言えるでしょう。
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県単位の自治研推進組織である福井県地方自治研究センターでは、地域に密着したロ
ーカル自治研センターの活動を全国の自治研仲間に広めるなどの後押しをしているほか、
先に見たような自治研活動に限らず地域に飛び出して市民とともに活動する公務員を広く
紹介するなど、現場の、そして市民のための自治研活動を応援しています。
その一方で、自治労福井県本部と緊密に連携しながら、職場状況の実態調査（超勤時
間、休暇取得、仕事のやりがい・つらさ、離職希望等）や、若年層の早期退職問題の調査
（退職者調査、若手職員の意識調査等）に取り組み、まさに職員目線での活動にも併せて
取り組んでいます。
地域行政に目を移すと、人口減社会の到来が目の前に迫っています。「家族」でできな
いことは「地域」で、「地域」でできないことは「行政」で～というように、「自助」「共
助」「公助」のベストミックスを地域ごとに考えることが急務です。
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本格的な「市民協働」時代、「官民連携」時代の到来を受け、いまや私たち公務職場にお
いても、そこで働く職員の仕事のやり方は大きく変わらざるを得ないと言えます。
そこでは、行政が主体となって行動し市民の皆さん（自治会長さんや業界代表の方、市
の外郭団体、市民委員等）お願いし協力をあおぐ＝「お願い」「理解」「協力」の関係か
ら、市民自らが動きやすいよう市民自らができるよう行政が支援を行う＝「みんなで作
る、守る」 「支援」の関係へと移行することが求められています。
そうした時代にあって、私たちが取り組む自治研活動の意義は、いまだかつてないほど
高まっています。ぜひ、ともにがんばりましょう！

※ 2024年５月26日（日）10時～12時、水戸市の自治労会館と福井県を結んで、Zoomの会
議システム使って講演
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第５回　都市像を変革する主体
－「地域自治」の推進に向けてー

　連載
将来都市像を考える

茨城大学名誉教授　斎 藤 義 則
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はじめに
これまで戦後日本におけるまちづくりと都市像の変容とこれを推進してきた主体と都市
計画制度、地域経済の仕組み、共助の母体となる伝統的な地域自治組織等の現状と課題に
ついて論考してきた。都市のさらなる都市化を前提にして都市と農村を分離し、効率的な
近代都市像の延長では、急激な人口減少と地球環境の保全には適応しがたく、「都市の農村
化」による都市と農村が有機的な相補関係を築く新たな都市像への移行を目標とすべきで
あること、そのための都市計画制度や地域経済の仕組み、共助とコミュニティのあり方を
検討する必要があることを指摘した。
さて、そのような変革の主体と推進方策はどのように想定できるであろうか。本稿では、

まちづくりに関わるNPO法人や市民ボランティアの活動を紹介しつつ、都市像変革の主体
としての可能性について考察する。

 １　政官業と専門家から ｢ふつうの市民｣ によるまちづくりへ

戦後日本におけるまちづくりを５期に区分して、それぞれの時期において目標とする都
市像と計画策定、事業実施主体について第一稿（『自治権いばらき』No.151 2024.2）でそ
の概略を既述した。第1期の国家と行政機関による大規模な復興事業、第2期の政官業に
よる経済成長のための大規模な工業開発、第3期の利害関係を有する市民グループによる
保全・修復型のまちづくり、第４期の市民と地域における多様なステークホルダーとの協
同による地域課題解決型のまちづくり、第5期は市民と地域における多様なステークホル
ダーとの協同によるリノベーション型まちづくり、と整理した。
政官業といわゆる専門家が協同して計画立案し事業実施する大規模な開発型まちづくり
から、市民と地域における多様なステークホルダーが協同して、今ある良さを活かしつつ
地域課題の解決とリノベーションを目指す保全修復型まちづくりへ展開されてきた。市民
にはNPO法人やボランティア団体などを中心としつつ、一般市民の個人参加も含まれる。
後で紹介するが、茨城県日立市にある「塙山学区住みよいまちをつくる会」では「誰でも
なれるリーダーづくり」を目指してきた。また、ひたちなか市の「NPO法人くらし協同館
なかよし」（2023年11月解散）では、市民のやりたいこと、趣味活動を組織の活動として
位置づけ、市民が自主的に運営する活動を支援している。それらの市民が組織の活動目的
を知らなくても、あるいはまちづくり活動に興味がなくても、自分の趣味、特技を活かす
活動に参加することで、結果的にまちづくりに寄与している。目的意識が明確なアソシエ
ーションとは著しく異なる市民活動である。まさに ｢ふつうの市民｣ が無意識のうちに「ま
ちづくりのリーダー」になっている。
｢ふつうの市民｣ が「まちづくりのリーダー」になっている状況は、地域における自治の

担い手が、議員や行政職員、NPO法人、ボランティア組織などいわば明確な目的意識を持
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ってまちづくりに関わる専門の組織・団体だけではなく「ふつうの市民」が関われること、
そして無意識的であってもまちづくりへ寄与する可能性が大きいことを示している。

 2　NPO法人等によるまちづくりと自治への展開可能性

1998年12月に施行された特定非営利活動促進法に認証されたNPO法人は、市民と地
域における多様なステークホルダーと協同して、地域課題解決型まちづくりとリノベーシ
ョン型まちづくりを実践している。1999年度に認証された法人数は1,724であったが、現
在（2024年度10月末）では49,611法人が認証されている（内閣府による以下同）。茨城
県では854法人が認証されている。
その活動内容（定款に記載された特定非営利活動の種類、20種類ある）は多岐にわたる
が、全国で１万法人を超えるのを多い順（複数活動分野含む）にあげると「保険、医療又
は福祉の増進」「社会教育の推進」「子どもの健全育成」「活動を行う団体の運営または活動
に関する連絡、序言又は援助」「まちづくりの推進」「学術、文化、芸術又はスポーツの振
興」「環境の保全」「職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援」の8種類である。茨城
県においても順位は少し異なるが、上位8種類が該当するのは共通している。20種類の活
動分野の延べ法人数は232,722であるから、平均すると1法人当たり約５（4.7）種類の活
動を行っていることになる。主要な活動目的はあるにしても、それにとどまらず地域課題
の解決にむけて複合的な活動が行われていることがうかがえる。行政の分野別の縦割りで
はなく分野横断的な複合活動である。
都道府県別にみると、東京都が最も多く8,753法人、埼玉県1,742、大阪府1,740、千葉
県1,556、神奈川県1,440、兵庫県1,349、北海道1,221、が1,000法人をこえている。都
道府県の平均数は1,055法人である。これらの法人数を多いと考えるかそれとも少ないと
考えるかによって、地域における自治の担い手としての可能性を評価する際の判断に大き
く影響する。少ないと考えればその可能性は低く評価されるし、多いと考えれば高く評価
される。もちろん都道府県によって法人数は異なるので一概に論じることはできないが、
NPO法人の地理的活動範囲における活動内容と頻度、関係する市民の人数、行政や事業所
との協力関係などを考慮して、その可能性を評価する必要がある。少なくとも、地域にお
いて優れた活動を行っているNPO法人があっても数は少ないので、それらはあくまで行
政の補助的活動であり、自治権を付与することはできないと決めつけることは避けなけれ
ばならない。
NPO法人による活動の特徴の一つは分野横断的な複合活動であること、そして法人数
はNPO法施行以来増加し現在49,611と都道府県別の平均では1,055法人ある。さらに
2005年のボランティア団体数は12万団体ボランティア数は約740万人（厚生労働省社
会・援護局地域福祉課）である。全国の市町村数と東京23区を合わせた1,741自治体数
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で、NPO法人数とボランティア団体数を割ると97になる。地域差があるのは当然である
が、平均で97団体という数字は地域自治の担い手としての可能性という観点からは無視
できない数値であろう。これだけの団体と市民が自主的かつ非営利で地域課題の解決に取
り組んでいる。さらに平均ではなくその分布をみれば、地域に多ければ多いほどその可能
性はより高まる。

 ３　茨城県における市民によるまちづくり活動事例

　NPO法人や市民組織による茨城県における代表的なまちづくりへの取り組み事例の概
要を紹介する。

地域自治組織によるコミュニティ・共助を創生する「塙山学区すみよいまちをつくる会」
「塙山学区すみよいまちをつくる会」はJR常磐線常陸多賀駅から西南に約３キロメー
トルの山の斜面に立地する住宅団地にある。住宅団地には日立製作所やその関連事業所に
勤める従業員と退職者が多く居住している。会が発足したのは1980年で、｢配偶者が退職
した後、地域に居場所をつくる｣ ことを念頭に、「イベント中心」の草創期から「365日・
日常型活動」へ、さらに「地域福祉の充実」へと活動が展開されてきた。主な活動には５
つの分野があり、「高齢者も安心して暮らせるまち」「犯罪のない、災害に強いまち」「交流
が図れるまち」「エコロジーなまち」を掲げ、多様な活動が日々展開されている。役員は「当
初から新旧住民、性別、職業、経験、国籍さえ選別しないで誰でもなれるリーダーづくり」
を目指している。ここでの活動は、産業経済分野を除けば自治体の総合計画のような内容
であり、実質的に「ふつうの市民」による「地域自治」が実践されている。

市場を媒介にしてコミュニティ活動を実践するNPO法人「くらし協同館なかよし」
「くらし協同館なかよし」は、ひたちなか市の住宅団地の閉店した旧生協店舗を借りて、
2005年に設立された。「買い物難民」にならないようにと、みんなが気軽に集まれて食材
の買い物と食事ができる喫茶サロンを開設した。「みんなが元気で仲良く暮らせるように」
をコンセプトに「いつまでも健康でいきいきと過ごそう」「ふれあいと生きがいづくに」「助
け合い・支え合い」「地域を元気に、職を大切に」の四つの分野で多様な活動を展開してい
る。活動は「なかよし」の会員メンバーと地域住民により、ほとんどがボランティアで運
営している。2013年度の活動日数は日曜と年末を除く310日で、年間利用者は８万３千
人以上で１日平均269人になる。経常収支はなんとか黒字決算である。この活動は、「ふ
つうの市民」が食材を販売し人を呼び込み、経済活動を媒介にして多様なコミュニティ活
動を展開している。食材販売がなければ自治体のコミュニティセンターと間違えるほど、
あるいはそれ以上に賑わっていた。
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しかし残念なことに、施設の老朽化とコロナウイルス蔓延に伴う人手不足、スタッフの高
齢化、施設改築資金不足などから、2023年11月に解散することになった。

協同主義経済社会を先導する「茨城NPOセンター・コモンズ」
「茨城NPOセンター・コモンズ」は、1998年にNPO法人をサポートすることを目的に
した中間支援組織として県内で2番目に設立された。その後2015年関東・東北豪雨で市
域の三分の一が浸水した常総市を拠点にして、被災者支援と災害復興、まちづくりを勢力
的に展開している。「水害からの復興のために空き家などの改修と再生」を行う「常総復興
まちづくり株式会社ジュントス」、旧診療所を買い取って市民の交流の場や生涯学習拠点、
「暮らしのよろず相談所」、多文化保育を行う「はじめの一歩保育園」、宿泊機能などを併
設する「えんがわハウス」、障がい者の就労支援と障がいがある子どもの放課後のデイサー
ビスなどに取り組む「一般社団法人グローバルセンター・コモンズ」を設立し、「茨城NPO
センター・コモンズ」がそれら３つの組織を協同し連携させる役割を果たしている。これ
らの組織は地域課題を、株式会社の「市場的経済領域」、一般社団法人とNPO法人の「共
的経済領域」、ボランティアの「自給的経済領域」、行政と協力する「公的経済領域」が連
携した「混合経済」の仕組みをつくり、解決する試みに他ならない。地域課題の解決を通
じて新たな地域経済システムの再構築を目指す試みである。新自由主義経済社会から協同
主義経済社会へ移行するための試みでもある。

ユニバーサル・ビーチからまちづくりへ「大洗サーフ・ライフセービングクラブ」
「大洗サーフ・ライフセービングクラブ」は1992年に大洗町にライフセービングを行う
ボランティア組織として設立された。設立以来、ライフセービング活動の他に海岸のゴミ
拾いなどの環境保全活動、大洗の子どもたちを一週間で泳げるようにする「教育」活動、
巨大な砂山をつくって子どもたちと遊ぶ活動など「地域振興・情報発信・国際交流」を戦
略にして活動を継続している。1997年に街と協力して、障がい者が海で遊べるように
「バリアフリー・ビーチ」を開設した。開設時にマスコミを呼び記事にしてもらったこと
で、全国から取材を受けることになった。まちの宣伝効果が、博報堂の試算では１億円と
算定されている。夏だけの活動から通年の活動へと展開している。自然体験学習をする「海
の大学」の設立、毎月、障がい者と食事しながら交流するユニバーサルサロン「ユニサロ
安康」も開催している。「ユニサロ安康」では交流だけではなく、まちのバリアフリーチェ
ックも行っている。活動目標を「障がい者が楽しく暮らせるまち」として、夏季ライフセ
ービング活動にとどまらず、年間を通して地域課題を解決するための多様なまちづくり活
動を実践している。
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茨城県生活協同組合連合会による「見守り活動」
茨城県生活協同組合連合会が茨城大学と協力して行った「孤独死防止のための見守り活
動」である。2012年に茨城県と「茨城県における地域の見守り活動に関する協定」を締結
した。協定には生協の他、高圧ガス保安協会や新聞販売事業所、綜合警備保障など29の
事業者が参加している。協定は「自らの業務に支障のない範囲内で協力」「通報を行うこと
ができなかった場合でも、その責任を負わないものとする」として、緩やかな協定になっ
ている。見守り活動は、生協であれば先週届けた商品がそのまま置いてあったり、新聞販
売事業所の場合は購読者のポストに配達済の新聞がたまっている場合に、孤独死を疑って
地域包括支援センター等に通報する、という仕組みになっている。ある生協職員は「自分
たちは商品の配達だけではなく、生活の安心もとどけている」と職務へのモチベーション
が上がったという。茨城県生活協同組合連合会は、「孤独死防止のための見守り活動」から
「高齢者の消費活動・生活全般の見守り活動」へ進めていかなければならないことを今後
の課題にしている。

 ４　市民活動と多様なステークホルダーが協同する
　　「地域自治」へ

　５つの市民活動の事例を紹介したが、それぞれの活動目的や参加主体、運営方法などは
異なるが、共通しているのはまず「ふつうの市民」が協同して対等な関係でボランタリー
に地域課題の解決に取り組み、大きな成果を上げていることである。つぎに運営は混合経
済の４つの領域の複数間で有機的な関係を築きながら、市場経済に過度に依存することな
く、地域課題の解決を支える新たな協同主義地域経済の仕組みを構築しつつあることである。
　NPO法人「くらし協同館なかよし」が解散せざるを得なかった主な理由として施設の老
朽化とスタッフの高齢化、人手不足があげられているが、ここにNPO法人などの市民活
動が抱える重要な課題のひとつが潜んでいるように思える。NPO法人の活動が会員以外
の他の一般市民にとっては十分に認知されていないのではないかという疑問が浮かんでく
る。NPO活動が地域社会で果たしている役割を、一般市民により理解してもらい、自分た
ちの生活改善活動を行っているという意識をどうしたら共有できるのか。このような意識
共有ができていれば、スタッフの高齢化や人手不足は解消できたのではないかと思えてく
る。老朽化した施設の改修資金の確保や他の施設への移転の可能性については、活動自体
は４つの経済領域が有機的に連携した混合経済の仕組みで運営されていたが、施設の確保
についてはこれが適用されなかった。例えば、市民や事業者による改修のための寄付金や
移転する空き家の提供、さらに公共施設への移転、行政による家賃補助など、混合経済の
４つの領域が連携して解決することができたのではないだろうか。市場的経済領域で解決
せざるを得なかったことにその要因の一つがあったと思われる。これらは「なかよし」だ
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けの課題ではなく、NPO活動と市民活動に共通した課題でもある。
　さて、NPO法人や多様なボランティア組織・団体、市民による活動を「地域自治」に展
開するためには何が必要であろうか。ここでは3つ指摘する。
　第一に、市民活動を「地域自治」活動として認識することである。NPO法人の活動を含
め市民活動の認知度は、残念ながらあまり高くないようである。それは、社会的な意識が
高く時間的、経済的余裕がある「特別」な人々の活動であり、自分はそのような状況には
ないので活動に参加する余裕も「資格」もあまりない、と考える市民が多いことによるも
のであると思われる。しかし本稿で紹介した事例では、「ふつうの市民」が活動に参加し、
結果的に地域課題解決に大きな成果をあげている。地域で実践されている多様な市民活動
を「恵まれた」状況にある他者の特別な活動であるという認識を改め、自分の生活改善の
ための活動でもあるという認識を持ち、誰もが参加できる活動であることを再確認するこ
とが「地域自治」に展開するためには必要不可欠な要件の一つである。
　第二に、市民活動を支援するために地方自治制度を活用することである。2004年の地方
自治法改正により「地域自治区」制度が創設されている。「第二百二条の四　市町村は、市
町村長の権限に属する事務を分掌させ、および地域の住民の意見を反映させつつこれを処
理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることがで
きる」。そして全国に192（2006年7月1日現在）の地域自治区が設置されている。地域
自治区に地域協議会を設置して「第二百二条の七　地域協議会は、次に掲げる事項のうち、
市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審
議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる」とされている。あく
まで「意見を述べる」にとどまっているが、NPO法人が地域課題解決のために行っている
地域の多様なステークホルダーによる円卓会議（＝プラットフォーム）に地域協議会とし
ての公的な位置づけを付与することができ、行政との連携がスムーズに行うことができる
ようになる。言うまでもないことであるが、地方自治には団体自治と住民自治の両面があ
り、「行政不信」などから住民自治に関する制度を市民活動に活用することを躊躇しては
ならない。
　第三に、地域課題の解決を市場経済にのみ依存するのではなく、新たな混合経済の仕組
みの構築を目指すことである。既に繰り返し指摘したことであるが、地域課題の解決を市
場経済に委ねることが困難なのは自明である。何故なら収益が得られる見込みがない地域
課題の解決には、CSR（企業の社会的責任）活動があるにしても、利益追求を目的とする
企業は本格的には参入できにくいからである。もっとも最近では、CSRではなく地域課題
の解決に本業として本格的に取り組む企業も現れているので一概には言えない面もある。
しかし無償のボランティア活動とNPO法人による活動だけで課題解決に取り組むには限
界があるといわざるを得ない。自給的経済領域とボランティア、NPO法人活動などの共的
経済領域、行政の公的経済領域、企業の市場的経済領域それぞれにメリットがある連携・
協同する方法を混合経済の仕組みとして、新たな地域経済基盤として構築することが求め
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られる。
　こうして、参加者により活動目的が強固に共有されるアソシエーションとは異なり、参
加者個人の異なる関心に基づいて「ふつうの市民」誰もがリーダーになれる市民活動が、
参加者に居場所と特技を発揮する場、交流する楽しみなどを提供し、「共楽」を媒介にし
てコミュニティ再生と「地域自治」が推進されるようになる。

（参考文献）
・斎藤義則『「都市の農村化」と協同主義』有志舎、2022年４月。
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報道記者時代、１９９３年のガット・ウルグアイラウンド農業交渉最終合意
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仙台市出身。１９５５年生まれ。１９７８年、茨城大学卒（農業経済学専攻）。

　連載
どうなる食・農・地域～農政記者から見た現状と課題　

農政ジャーナリスト　伊 本 克 宜

第11回「農業イノベーション」㊦
「スマート農業法」始動

節目の２０２５年　食料安保へ新基本計画、酪肉近
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昭和だと１００年の〈節目〉となる２０２５年（令和７）は、農政上でも同様に〈節目〉
となる年だ。２５年３月末には改正食料・農業・農村基本法下で初の今後１０年を見据えた
基本計画が策定、食料安全保障再構築を核とした改正基本法がいよいよ始動する。環境調和
と生産性向上の同時進行を目指した「みどり戦略」も加速する。連載第１１回「農業イノベ
ーション」㊦は、環境調和の動きとス
マート農業の一層の深化を見よう。

後半は『番外編』として、外務省文
書公開などを基にコメ部分開放受け
入れなど日本農業の行方に大きな
〈決断〉となった３２年前、１９９３
年のガット農業交渉の「舞台裏」を描
く。この時の〈決断〉が、現在まで日
本の食・農・地域に重大が影響を与え
ている。

 「トランプ２・０」「基本法２・５」「協同組合２・０」

本題の生産性と環境調和の同時進行を担うスマート農業を核とした「農業イノベーショ
ン」に言及する前に、今年、２０２５年の特異性に注目したい。連載のテーマ視点である今
後の食・農・地域の行方とも密接に絡む。

２０２５年は農政転換の転機となる節目の年だ。キーワードは「トランプ２・０」「基本
法２・５」「協同組合２・０」。１月２０日米国大統領就任式でトランプ劇場の第２幕が上が
った。今春には新たな基本計画策定。今年は２度目の国連の国際協同組合年。相互扶助を柱
とした協同の力が再び見直される。

・重要農政テーマ目白押し
今年は国内外で農政も含め重大テーマが目白押しだ。以下、主なものを見てみよう。
 
◎国内外
・高まる地政学リスク
・「トランプ２・０」と米中対立激化
・気候変動リスクの猛威
・ 国内は少数与党下の国政運営、夏に「ト
リプル選挙」も

◎農政課題
・ 次期基本計画策定の年（次期酪肉近策定
も）

・適正な価格形成法制化の年
・ 水田政策見直しの年（２０２７年目指す）
・「令和のコメ騒動」と酪農有事
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　国内政治は、２５年度予算審議の過程でいつ「政局」になるのか不透明だ。夏の「トリプ
ル選挙」の意味合いは、「第２国政選挙」ともされる６月末の東京都議選、さらには７月２
０日投開票が濃厚な参院選と、国政打開へ石破茂首相の解散・総選挙の衆参ダブルの可能性
も加えた３大選挙を示す。

「令和のコメ騒動」と酪農有事は、やや複雑に絡み合う。
現在のコメ小売価格高止まりを指す「令和のコメ騒動」。その名称は１００年以上前の富
山県漁村主婦の抗議から全国に広がった「コメ騒動」、あるいは１９９３年の大冷害、コメ
緊急輸入となった「平成のコメ騒動」になぞらえた。これと指定団体受託の酪農家１万戸大
台割れ、脱粉過剰が続く酪農有事とどう結びつくか。

現在の「令和のコメ騒動」と指定団体の在り方まで発展した「平成のバター不足騒動」の
議論の類似性、「相似形」を見るからだ。今回のコメ騒動も一部の識者、メディアから生産
調整、コメ集荷の農協の在り方まで言及され「自由にコメを作らせろ」の声が出ている。か
つてのバター不足騒動も、最終的に生乳流通自由化へ改正畜安法にまでいき、かえって生乳
需給調整に支障が出て、酪農有事に拍車をかけている。

・２０２５年と重なる歴史分岐点
２０２５年は過去をさかのぼると、歴史的分岐点と重なる。過去を振り返り、「今」に生か

すことが必要な年でもある。

◎１９２５年～２０２５年の各分岐点
・ １世紀１００年前（１９２５年）昭和百年の動き→農商務省を分割し農林省と商工省
になる。北海道酪農振興の動き。黒沢酉蔵らが北海道製酪組合（雪印メグミルクの前
身）設立
・８０年前（１９４５年）→終戦。国連創設、ＦＡＯ設立
・７０年前（１９５５年）→日本、ガットへ加盟。自社２大政党「５５年体制」

・ 半世紀５０年前（１９７５年）→石油危機への打開策へ第１回先進国首脳会議（ラン
ブイエ・サミット）。米国敗北でベトナム戦争終結。農政審、食料自給率７５％明記。
・ ４０年前（１９８５年）→「プラザ合意」で円高加速、農畜産物輸入急増で国内農業
の構造改革迫られる。ヤイター米ＵＳＴＲ（通商代表部）代表が対日農産物市場開放
を要求（のちの輸入制限残存「１３品目問題」に発展）。全中、国際情報強化へワシ
ントン事務所開設。世界首脳にレーガン、ゴルバチョフ、中曽根康弘など主要メンバ
ー登場。
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ここで歴史の分岐点から何を学ぶのかを考えたい。

１００年前の雪メグ設立の動きは、当時の北海道庁の政策支援もあり今の北海道酪農振
興の礎となった。背景は練乳輸入急増とメーカーの受乳削減に伴う酪農家の困窮と、その打
開策へ生産者自らの乳製品加工・販売の試み。生産者たちは協同組合・酪連をつくり、大手
乳業資本に対抗しようとした。

７０年前のガット加入、４０年前のドル安円高へと進む「プラザ合意」と輸入農畜産物急
増、日米貿易交渉の激化。さらには１９９３年のコメ部分開放のガット農業交渉合意を経て
３０年前のＷＴＯ発足、１０年前の「官邸農政」と農協改革は、押し寄せる自由化の巨大波
と日本農業縮小、海外依存、自給率低下のトリレンマ、農業「負のスパイラル」の軌跡と一
致する。〈農業総自由化〉とも称されたガット農業合意の「舞台裏」は、後半の『番外編』
「ガット農業交渉の『舞台裏』」で描く。

そして今年２０２５年春には、食料安全保障を前面に出した改正基本法の具体策、今後１
０年間の食料・農業・農村の青写真を示す新たな基本計画、次期酪肉近を策定する。農業「負
のスパイラル」という過去の反省をふまえた、振興策を示さねばならない。

 食料安保・予算・政局の連立方程式

農政転換の２０２５年は、食料安保、少数与党下の３月末の２０２５年度予算の行方、さ
らには国政選挙をはじめ６月２２日通常国会会期末前後の政局の動きから目が離せない。
農政で注目するのは、食料安保強化にひた走る自民農林族のドン・森山裕幹事長の動きだ。

・森山自民幹事長「今やらねばいつやるのか」の不退転
２０２５年は「トランプ２・０」「基本法２・５」「協同組合２・０」をキーワードに読み

解こう。「基本法２・５」の〈２・５〉は１９６１年農業基本法、１９９９年食料・農業・
農村基本法をへて改正基本法を〈０・５〉とカウントした表記だ。

・ ３０年前（１９９５年）→ガットに代わりＷＴＯ発足、食管廃止に伴い食糧法施行で
コメ流通自由化
・ １０年前（２０１５年）→ＴＰＰ大筋合意。「２０１５年体制」と称される「安倍１
強政治」の絶頂。「官邸農政」で農協改革強行（のちの全農株式会社化要求、生乳流
通自由化へ酪農制度改革にもつながる）
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まず、１月上旬の各農業・業界団体新年会で印象に残った言葉から。
１月７日の中央畜産会の新年催しで、党務の合間を抜け閉会予定時間数分前に会場に到着
した中畜会長を務める農林族のドン・森山裕自民党幹事長は首相、官房長官、自民党幹事長
とも農相経験者、現大臣の江藤拓氏は２度目だと政府・与党が重厚な「農林シフト」だとし
たうえで、食料安全保障構築へ「今ほど人を得ている時はない。今できなくて、いつできる
のか」と語気を強めた。

新基本計画、次期酪肉近策定大詰めのタイミングで、今後５年間の農業構造転換集中期間
で生産基盤強化など政策遂行を担保する予算増額、安定確保への強烈な政治的意思を示し
たものだ。食料安保関連予算は２０２４年度で３０００億円強。森山氏は、この水準を最低
ラインに５年間にわたり拡充・維持したいとの考えとみられる。

１月１０日の東京・帝国ホテルでの畜酪関係を集めた日本食肉協議会の新年催し。本川一
善会長（元農水事務次官）でトランプ再登板、ウクライナ紛争、中東情勢など地政学リスク
の増幅を踏まえ、「一言では不確実性の高まり。こうした中で将来に向け畜産業界は立ち向
かっていかねばならない」とした。２０２５年は想定外の出来事が待つ「不確実性」が増す
時かもしれない。

２０２５年はまた２０１５年に続き２度目の国連の国際協同組合年（ＩＹＣ）。世界には
約３００万の協同組合があり、組合員は１０億人以上。世界最大のＮＧＯでもある。「分断」
と「不確実性」が増す社会で、再び協同組合の相互扶助、共存同栄の仕組みに光が当たる。
指定団体も農協組織の一つだ。
協同組合の根幹は「誰一人取り残さない社会」への協調だ。指定団体も農協組織の一つ。
これは需給調整、安定供給への酪農・乳業の危機打開のキーワードとも重なるはずだ。

 先端機器ずらり「農業ＷＥＥＫ」

２０２４年１０月、会場の千葉市・幕張メッセでの農業の最先端技術、機器が一堂に集ま
る「農業ＷＥＥＫ」（通称Ｊ－ＡＧＲＩジェイアグリ）は熱視線であふれた。

国内外の９００社以上が出展し２間の日程にも関わらず３万６０００人が訪れた。会場
はテーマごとに五つ。農業資材、スマート農業、畜産資材、農業に付加価値を加えた６次産
業化、さらに農水省「みどりの食料システム戦略」にも沿った脱炭素・ＳＤＧｓ製品。

最新の農業トレンドが分かるセミナーもテーマごとに開いた。農機大手クボタ「クボタの
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スマート農業の現状と将来展望」、最先端大型農業を実践する北海道の事例を北海道大学・
野口伸農学研究院長「持続可能な農業を可能にするスマート農業」などは会場が満員となっ
た。

 クボタ２５年新商品スマート農機拡充

農業イノベーションを牽引する農機メーカーの一つ、クボタは２０２５年１月、新商品発
表会でスマート農機のラインアップを大幅に拡充した。

自動運転が可能な８条植え田植え機「アグリロボＮＷ８０ＳＡ」は、水田内の走行方法を
３通りから選ぶことができる。これまでは、水田の形状を登録するため外周を植えずに走る
必要があった。これに、植えながら登録する方法を加え、繫忙期でも作業効率を高めること
ができる。

コンバインでは、５、６条刈りの「ＤＩＯＮＩＴＨ」に自動操舵ができる機種を追加した。
倒伏で株下が見えづらくてもきれいに刈れる。自動操舵田植え機とデータを連動すれば、移
植時の動線に沿って刈ることも可能だ。自動操舵のトラクターもラインアップを拡充して、
８０～１０５馬力の機種を追加する。

水田農業対応ではエダマメへの対応機種を挙げた。粗選別機と色彩選別機で、同社のコメ
選別機の技術を応用した。エダマメは水田転作の収益作物として注目され、新潟、秋田をは
じめコメ主力地域で作付けが拡大中だ。調製作業に労力がかかる難点があるが、省力化を求
める生産現場の声を受け開発した。

 「国産シフト」大豆イノベーション

・熱視線、福岡で「大豆多収研究会」
２０２５年２月中旬、農研機構が福岡市で開いた「大豆多収研究発表会」は、これまでに
なく熱い視線が注がれた。

食料安全保障の強化、再構築を柱とした改正基本法施行、その〈実弾〉ともいうべき今後
１０年間の品目別生産努力目標も含め具体策を盛り込んだ新たな基本計画策定の中で、自
給率が極端に低く国産復活のカギを握るのが麦と共に大豆だ。今、国産大豆は農業イノベー
ション実践の主要品目として注目を集めているためだ。
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大豆新品種は、次項「２０２４年農業技術１０大ニュース」の一つとしても取り上げる。
同研究発表会は農研機構が開発した多収特性を持つ新品種「そらみのり」や、新たな播種技
術「ディスク式高速一工程播種」、排水改善に有効な「カットブレーカー」を紹介。新品種
＋革新技術を組み合わせることで、飛躍的に地域全体の大豆収量を底上げできる事例を学
んだ。

「そらみのり」は東海から九州までの西日本が栽培適地で、生産者圃場で長く九州の主力
品種だった「フクユタカ」に比べ約４割多収の試験結果がある。さやがはじけにくい特性を
持ち、収穫時のロスを大幅に減らせる。豆腐原料に利用できる。当日は、こうした品種や革
新技術を実際に導入した農業者らも交え、導入効果や収量向上に向けた課題でパネルディ
スカッションも行った。

・新たな試み、米国品種組み入れ「壁」突破
国産大豆振興の「切り札」とも言える多収大豆「そらシリーズ」４品種。日本は大豆の多
くを輸入に依存し、食料安保の観点からその自給率向上が問われる中で、農研機構が開発し
た。

ポイントは新たな試みだ。開発では多収の米国品種を用いた。国内の耕作面積は限られて
いるため、自給率向上には収量の増加が欠かせない。だが、長年向上が見られず、ブレーク
スルー、現状の打破のためには新たな多収品種の育成が迫られていた。そこで、「そらシリ
ーズ」の研究の一部は、農水省の「国際競争力技術開発プロジェクト」（２１～２３年）の
後押しも受けた。

「そらシリーズ」の一つ、東海から九州地域向けの「そらたかく」の開発過程を見よう。
日本の品種「たつまろ」を種子親、多収性の米国品種「Ｓａｎｔｅｅ」を花粉親とする交配
組み合わせから育成された。品種名は、“空”に向かって真っすぐ“高く”伸びる大豆の姿をイ
メージ。

多収の条件であるさや付きが良好で、兵庫県と福岡県の生産者圃場で現地実証試験を行
い、西日本の主力品種「フクユタカ」と成熟期がほぼ同じで、収量は５割以上多くなった。
草丈は「フクユタカ」並みだが、倒れにくい。さやのはじけにくい難裂莢（なんれっきょう）
性も備えるため、コンバイン収穫時の収穫ロスを減らせる。さらに、葉焼病に対して抵抗性
を持っており、安定生産が期待できる。

次の品質、商品性。種子は、へそ色が黄色で裂皮が少なく外観の品質が良好。租たんぱく



28　自治権いばらき No.155

質含量は「フクユタカ」によりやや低く、百粒重は２０グラム程度の小粒。豆腐への加工に
ついては、出来上がりの豆腐の硬さを示す破断強度が「フクユタカ」よりやや低い値だが、
豆腐の元となる豆乳の歩留まりを示す豆乳抽出率ｈが「フクユタカ」と同等だった。実需者
による加工試験では、豆腐の原料として十分に利用可能と評価された。納豆やその他原料と
しても利用可能と評価された。２０２４年から一部の地域で試験的な栽培が始まり、今後の
普及が期待される。

 農業イノベーション最前線「技術１０大ニュース」

本稿テーマ「農業イノベーション」の本題に入ろう。

農水省が発表した２０２４年の農業技術１０大ニュースを見よう。農業イノベーション
の直近の成果を物語る具体的技術が網羅されている。

１０大ニュースは、この１年間に報道された新しい技術や品種の中から、特に社会的関心
が高いと見込まれる成果を農水省が選ぶ。いわば「農業イノベーション」の最新動向を表す。
１位は「両正条植え技術」、２位「アイガモロボ実証」と、いずれも環境調和と生産性向上
の両立を目指す同省「みどりの戦略」を踏まえ水稲の有機栽培の拡大につながる技術となっ
た。省力化や多収性を備えた新品種、スマート技術もランクインした。

・有機栽培の水稲除草で省力化
「両正条植え」は、水稲苗を条間・株間の両方向に一直線に並ぶよう、基盤の目状に植え
る技術。農研機構が開発した。有機栽培では田面にレーキをかけ除草するが、通常の条間除

◎２４年農業技術１０大ニュース
　１位・「両正条植え」技術を開発
　２位・アイガモロボの効果を実証
　３位・カラムナー性リンゴ「紅つるぎ」育成
　４位・農業特化型生成ＡＩを開発
　５位・粘り強くエサを探す天敵を開発
　６位・大豆の極多収性品種を育成
　７位・飼料設計プログラムを公開
　８位・ハウスのカラス対策技術を公開
　９位・農業向け気象情報をピンポイントで提供
１０位・家畜の遠隔診断サービス開始
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草に加えて、それと直交する株間除草がしやすくなる。有機栽培の機械除草ではこれまで、
田植え機が進んだ方向と同じ条間しか除草できなかった。

「アイガモ実証」は全国で行ったアイガモロボの実証試験の結果をまとめたもの。導入で、
人がレーキや乗用農機で行う除草の回数が６割減り収量は１割増えた。アイガモロボは水
田に浮かんで走り回り、土を巻き上げて日光を遮り雑草を抑える。農地の均平化と、5セン
チほどの水深を保つことがポイントだ。

「農業イノベーション」の実践には時代の要請に応じた新品種の開発・普及が欠かせない。
３位のリンゴ「紅つるぎ」は農研機構が育種した。カラムナー性と呼ばれる枝が横に広がら
ない性質を持ち、省力的に密植栽培ができる。カラムナー性で高品質な生食用品種は国内で
初めて。実が壁状に成り、摘果や収穫作業が単純化、効率化できる。

・自給率底上げへ多収大豆「そらシリーズ」
国産振興の重要作目である大豆は農研機構が開発した多収品種「そらシリーズ」の「そら
みずき」「そらみのり」で、既存品種より３割以上多収。国産大豆の増産で長年の課題だっ
た各県の収量の底上げに期待できる。さやがはじけにくく収穫ロスが少ない。同シリーズの
「そらひびき」「そらたかく」と合わせると、東北南部から九州までカバーでき、多収大豆
の栽培が可能となる。

・スマート技術関連も目立つ
スマート技術関係も目立つ。４位には高度な農業知識を学習した農業特化型のＡＩ、７位
にはコスト削減につながる飼料設計プログラムが選ばれた。５位には、作物に長くとどまる
ような天敵昆虫を選抜したという成果。
農研機構が開発した農業特化型ＡＩは、スマホなどに質問を入力すると生成ＡＩが回答
する。農業改良普及員が、農業者からの質問に資料を調べるなどして回答を準備する時間を
短縮できる。試験運用が始まった。長くとどまる天敵昆虫は、アザミウマ類の天敵となるタ
イリクヒメハナカメムシで、農研機構が育成した作物への定着性が強い系統。通常の系統よ
りも餌を粘り強く探し続け、防除効果の向上が期待できる。２０３０年の実用化を目指す。

飼料設計プログラムは、酪農家向けに農研機構が公開した。最も低コストで栄養価の高い
バランスの取れた飼料設計や飼料作物の作付けの案を提案するプログラム。経営効率化へ最
適プランが得られる。インターネット上を使い無料で使える。９位の農業気象情報は、霜や
雹（ひょう）など農業で注意が必要な気象の予測情報をピンポイントで提供する新サービス。
ウェザーニューズが、３６時間先まで１時間ごとの発生リスクを２段階で予測する。１０位
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の家畜遠隔地診察は、ＳＢテクノロジーが提供を始めた、スマホなどで家畜の遠隔地診察を
行う新サービス「アニマルック」。過去の診療や薬剤処方データの確認も可能で、獣医師不
足への対応として期待もできる。

 スマート技術普及へ認定制度

スマート農業法に基づく取り組みが動き出した。農水省は２４年１２月、同法による生産
性向上につながる技術開発を行うメーカーの計画を初めて認定した。スマート技術活用の農
業者やＪＡの計画も順次、認定していく。

スマート技術の生産現場での活用と開発を加速するため、２０２４年１０月にスマート
農業法が施行された。労働力不足を補うロボット活用、作業効率を進める人工知能（ＡＩ）
や情報通信技術などを組み合わせたＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を駆使す
るスマート農業は、農機の操舵システム、園芸ハウスの温度管理などを字異動で調整する環
境制御システム、ドローンでの防除など様々な進化を遂げた。研究機関の実験を経ていよい
よ生産現場での実相段階に入ってきた。

これまで全国展開でスマート技術の実証プロジェクトは、生産方式の転換も欠かせない
など課題が見えてきた。そこで同法は二つの計画認定制度を設け、スマート技術に適した生
産方式の転換や技術の普及・開発を加速させる。具体的には、農業現場への技術導入を後押
しする生産者向けの「生産方式革新実施計画」と、技術の開発・普及に取り組むメーカーや
研究機関向けの「開発供給実施計画」だ。いずれも認定されると融資・税制の特例や農水衣
装事業の優先採択など、各種の支援措置が受けられるメリットがある。

◎スマート農業法に基づく計画認定のメリット 
◇ 生産方式革新実施計画（農業者など生産
現場段階）
・日本政策金融公庫からの長期低利融資
・ 設備投資の際、税制上の優遇措置（特別
償却を適用）
・農水省の予算事業で優先採択
・ ドローンの飛行許可手続きがワンストッ
プ化
・ 指定産地外の生産者も契約指定野菜安定
供給事業に参加可能

◇ 開発供給実施計画（メーカー、研究機関
向け）

・公庫から長期融資
・税制上の優遇措置（登録免許税の軽減）
・農水省予算事業で優先採択
・農研機構の県境開発設備の供用
・ ドローンの飛行許可手続きがワンストッ
プ化
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２４年度認定のうち、メーカー、研究機関は３件。生産者は２件。このうちＮＴＴ関連会
社（埼玉県朝霞市）は、傾斜地の柑橘栽培での農薬散布可能な大型ドローンを開発する。Ｒ
ｏｏｔ（神奈川県南足柄市）はＡＲ（拡張現実）技術を使った作業を後押し。スマートグラ
スを付けると、畝立てに必要な平行直線ガイドが表示され、畝の本数や必要な株の本数を短
時間でシミュレーションできる。
生産者段階は２５年１月、おしの農場、山正（いずれも山形県天童市）。水稲の栽培デー
タを互いに共有・分析し施肥の適正化などに取り組む。同じ地域内で事業者間のデータを共
有することで分析の制度が上がりより実践的な地域農業の生産効率に結び付く。生産方式
の核心として評価された。

革新技術の広がりには特に生産現場での定着がカギを握る。認定を受けるには①スマー
ト技術の活用②新たな生産方式の導入をセットで行うことが欠かせない。例えば、ドローン
活用と直播（ちょくは）に向く品種の導入、ロボットトラクターの活用と圃場の大区画化、
収穫ロボットと通路幅の拡大などの組み合わせだ。作付面積のほぼ過半で取り組むことや、
労働生産性を５％以上上げる目標を立てる必要もある。労働生産性の算出は、付加価値額を
労働時間や作業人数で割ったものだ。

農業者やＪＡの部会などが農機のレンタルや共有（シェアリング）を提供するサービス事
業者と共同で計画を立て認定されれば、農業者が高額な農機を所有しなくても技術の活用
ができるようになる。

・スマート実証終了
スマート農業法を受け、農水省の「スマート農業実証プロジェクト」は２４年度（２５年
３月）で終了。実証地区は４６道府県の２１７カ所に上る。今後は実証計画の成果・課題を
踏まえ先端技術の産地導入を後押ししていく。

同プロジェクトは、自動運転トラクターなどの先端技術を農業者に導入してもらい、原則
２年間の実証を行ってきた。総額２００億円超の予算で、同省の委託事業として技術導入を
支援した。

プロジェクトでは、ドローンによる農薬散布で１０アール当たり作業時間を慣行の防除
と比べ平均で６割も短縮。自動水管理システムを導入し、水田の見回りなどにかかる作業時
間を８割短縮するなどの効果を確認した。

一方で課題も明らかになった。例えば、自動収穫期の導入では栽培したキャベツが機械収
穫に適しておらず手収穫に比べ収量が１～３割ほど低下してしまった。施設栽培では、ハウ
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ス内の環境を最適化する装置の導入でピーマン単収が増えた半面、収穫や調整にかかる作
業時間が増えた。

こうした実証試験を受け同省は、機械収穫に適した品種に替えるなど、先端技術、スマー
ト農業に対応した栽培方法への転換と、野菜・果樹の収穫ロボットの実用化を急ぐべきと総
括した。同プロジェクトは課題が残るものの、一定の役割は果たしたとして、２５年度以降
は予算要求をしない。

同省は、スマート農業法で国の計画認定を受けた産地に対して、先端技術導入や栽培方法
の転換を促すため税制や融資で支援する。２５年度からは、先端技術の導入費など新たな補
助事業を進めていく。

・スマート・サービス事業体を育成
農水省は、スマート技術普及を加速するため、先端技術を使って農作業を代行するサービ
ス事業体育成にも本腰を入れる。

サービス事業体は、代金と引き換えに農業支援サービスを提供する組織。ＪＡや民間企業
などが行う。農薬散布などの農作業そのものを代行する「専門作業受注型」、栽培履歴デー
タを基に農業者の最適な営農判断を支援する「データ分析型」など、サービス内容は多岐に
わたる。

サービス事業体への支援事業は、「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポー
ト緊急対策事業」として２０２４年度補正予算に盛り込んだ。改正基本法でサービス事業体
の活動促進が明記されたことを受け、１００億円を措置した。

先進的にサービスの拡充に取り組み事業者には、事業展開にかかる費用を支援する。既存
のスマート農機を新たな品目や作業に利用する取り組みや、複数の産地と連携してサービス
面積を拡大するケースが対象となる。新たに農業支援サービスを始める事業体には、立ち上
げにかかる費用を助成する。スマート農機などの導入経費には、１台当たり５０万円を上限
に５割を支援。新たに参入しようとする事業体やＪＡも活用できる。

 巨人NTTの挑戦

通信業界の巨人、産業イノベーションのけん引役でもあるＮＴＴグループが、農業・食品
分野へ本格的に事業拡大を進めている。まだまだ開発の余地がある食と農の世界で、先進的
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な通信技術で培ったノウハウを生かそうというわけだ。典型的な「農業イノベーション」の
うねりだろう。

・１３兆円の巨大組織が動く
同社は連結売上高１３兆円、グループ従業員３４万人の巨大組織で、今後の成長のカギを
握る研究開発費は年間２５００億円に上るとされる。株を大幅分割し新ＮＩＳＡと相まっ
て国民の投資熱の一因も作った。

日本の安全保障の高めるため、食料や防衛、エネルギーなどにかかわる事業に熱心に取り
組む。この中でも農業・食料分野は通信技術を核にまだまだ〈伸びしろ〉があると見て積極
的に技術、人材投入を進める。ＮＴＴと農研機構は首都圏の農業大産地を抱える茨城県で、
通信技術を使って東北などの遠隔地の農業者に対して営農指導をする実証も行う。農産物の
種子を海外に依存する現状改善へ新品種を開発、農業生産を再生可能エネルギーで補うな
どの試みも進める。

・２００億円出資・最先端イチゴ工場
世界で初めて、太陽光を使わない植物工場でイチゴの量産を始めた「Ｏｉｓｈｉｉ　Ｆａ
ｒｍ」（おいしいファーム・ＯＦ）。国際的は販売戦力に向けて２４年２月に２００億円の資
金調達を受けた。将来性を見込み、今回の資金調達に加わったのはＮＴＴをはじめ、安川電
機、みずほ銀行、三菱食品など大手企業が並ぶ。ＯＦは資金増強を踏まえ、米国で展開する
イチゴ工場を大幅に増やす。

同社が米国内のスーパーを視野にイチゴ量産に踏み出したのはイノベーション、技術革新
が大きい。ポイントはイチゴの受粉制度と収穫時期の長期化によるコストの大幅低下だ。植
物工場内での受粉率を通常の農業用ハウス７割程度に比べ、９割以上に引き上げることでイ
チゴの歩留まりを飛躍的に上げることに成功した。ハチを使った受粉の際に、自然界で行う
ように環境制御を試行錯誤して達成した。収穫期間の長期化はイチゴ生産の最大課題だっ
た。日本の場合、クリスマス需要に合わせた冬場をピークに寒冷期に出荷が偏る。そこでイ
チゴの生産が難しい高温が続く夏収穫のイチゴは高冷地などに限られていた。同社は、外部
環境に影響されない植物工場のメリットを生かす。品質、通年の安定的な提供に加え、再生
エネルギーによる電力で無農薬生産する高付加価値型イチゴ生産で消費者の支持を拡大し
ている。これまで１パック（約２３０グラム）５０ドルと高めの価格設定で高級スーパーや
レストランなどで販売していたが、生産性の大幅向上で同１０ドル程度まで下げることが可
能となり、販路が一般スーパーに一挙に広がることな可能となった。

そうした中での増資、米国内でのイチゴ植物工場増設での供給力の拡大だ。ＮＴＴはこれ
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ら植物工場に今後、通信ネットサービスや同社独自の次世代通信技術であるＯＷＮを提供
していく。

・市場規模２兆円の自販機に参入
庭先で野菜などを販売する自販機は、ＮＴＴ東日本の農業専門子会社のＮＴＴアグリテクノ
ロジーが手掛ける。２３年１１月から自販機の提供を始めたが、問い合わせが多いという。
非接触型の無人の庭先直売はコロナ禍以降で増えており、市場規模は２兆円にも上るとの試
算もある。代金を料金箱に入れる庭先直売は手軽な半面、盗難などの被害も少なくない。自
販機は直売による農業者の手取り増に直結するのに加え、こうした被害防止にもつながる。

・国内最大級パプリカ農場も建設
ＮＴＴは自らリスクを背負い農業生産にも参入している。２０２１年に山梨県でレタス栽
培などの植物工場を稼働。２４年には秋田県で農業ハウス５０アールをリフォームしイチゴ
生産をスタート。ＮＴＴアグリの社員自ら農場長を務める力の入れようだ。

施設園芸の分野では、世界の最先端技術を持つオランダにＮＴＴアグリ社員を派遣し、技
術習得、現地メーカーとの提携などを進める。こうした実績を踏まえ、国内最大級のパプリ
カ農場、Ｔｅｄｙの施設園芸ハウスの設計、建設も請け負った。このハウスは最新技術を備
え、単収は一般的なハウス栽培の４倍、自動化で必要な人では半分で済むなど生産性が高い。

 農業へのＡＩ活用

「農業イノベーション」は今後、ＡＩ（人工知能）活用が進むのは間違いない。

・「完全無人」化へ開発競争
スマート農業にはロボットやＡＩ（人工知能）、あらゆるものをインターネットでつなぐ

「ＩoＴ」などの先端技術が活用されている。

ロボットトラクターによる正確な作業、ドローンを使った農薬散布、パソコンやスマホで
農地を管理する営農支援システムなど多彩だ。

こうした中で各社は農機を遠隔地で監視する「完全無人農機」の開発を競っている。大型
農機利用が主体の北海道がまとめた国内農機メーカー９社の自動操舵システムの出荷台数
は２０２３年度３６５０台に達した。２０１０年代から急速に増え、２０年度は５２５０台。
減少したのはより淘汰が進み、量より質、先端テクノロジーの発展と組み合わせ性能向上に
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重きを置いたためだろう。

農機に人の乗った状態の自動化と、現場で人が立ち会った状態での無人化はすでに実用
化されている。今後は農機を遠隔地で監視する「完全無人農機」をどう実用するかに全力を
挙げている。

・農業現場にも生成ＡＩ
農業現場にも生成ＡＩの活用が広がっている。文書作成や画像作成といった一般的な使い
方に加え、栽培技術の情報収集、経営分析、プログラミングなどに活用する事例も増えてき
た。

上記のように農業ＡＩ活用は広がっている。
先述した「２０２４年農業技術１０大ニュース」4位の「農業特化型生成ＡＩ」。三重県
ではイチゴ栽培で２４年10月から試験運用を始めた。同県が開発した大粒系イチゴ品種
「かおり野」の栽培留意点をスマホで質問入力すると数分で回答が示されるという。吸水力
が高い品種で乾燥すると生育が止まりやすい。同県内で広く栽培されるイチゴ品種「章姫」
より多めの水やりが必要など適切なアドバイスの文章が画面に表示される。

農水省の調査では、農業指導にあたる職員の活動時間は月約１５５時間で４割弱の約57
時間を準備に充てていた。農業特化型生成ＡＩを使えば、この時間を大幅に減らすことがで
きるうえ、農業現場での適切な先端技術の指導も迅速にできる可能性が出てくる。

◎農業での生成ＡＩ活用例
・文書作成
　SNS、ブログ、メルマガ、ホームページでの商品紹介
・画像作成
　ホームページのイラスト、商品パッケージのデザイン
・情報収集
　栽培技術、市場動向
・プログラム開発
　表計算ソフトの計算式の構築、プログラミング補助
・経営分析
　経営改善の提案、事業計画書の作成
・計画立案
　観光農園の企画立案、具体的なレシピ提案
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・ＡＩカメラ×ロボットハンド
北見工業大学はＡＩカメラとロボットハンドを組み合わせて、地域特産のカボチャを自
動で収穫する技術の開発を進めている。ＡＩカメラで捉えた果実の位置情報をロボットア
ームに伝達し、拾い上げる。収穫機の運転手と補助役の２人で作業が可能となる。数年以内
に３００万円以下での市販化を目指す。

農業者の高齢化が進む中で、重量野菜は収穫作業の負担が大きな課題となっている。カボ
チャの収穫では、人手で重量１～２キロある果実を拾い上げ収穫期に積み込んいく。この重
労働をＡＩとロボットで軽減し、産地の維持・拡大しようとの試みだ。

重量野菜は収穫時の労働負担から作付けが減り続け、輸入ものが代替してきた。一方で中
食のサラダ需要、総菜消費拡大など国産食材にニーズは高い。食料安保強化に伴う「国産シ
フト」に応えるためにも、農業イノベーションを駆使した産地維持が重要課題だ。

カボチャの作付面積は年々減少傾向が続いており、２３年で１万３８００ヘクタールと、
１０年間で２割近く減った。北海道は国内の作付面積の約半分を占める大産地。北見工大で
は収穫の自動化は道内生産者への貢献度が高いと見て、２０１８年から開発を始めた。

・道東で最新スマート酪農学ぶ専門学校開校
全国最大級の酪農地帯である北海道の道東エリアにある中標津町に２０２４年４月、岩
谷学園ひがし北海道ＩＴ専門学校が開校した。「酪農を担う次世代を育成」を目標に掲げた。
労働時間が長い酪農で先端技術を使ったＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）、ス
マート技術で効率化、担い手育成、地域貢献を目指す。

同校は、神奈川県の学校法人・岩谷学園が運営する。町役場、中標津商工会、ＪＡ中標津、
ＪＡけねべつ、中標津建設業協会などオール中標津で誘致活動を行った。基幹産業である酪
農の盛衰は地域経済の浮沈そのものに関わる。特に若手のスマート酪農に精通した人材育
成は急務と判断した。同校の松山明彦校長は「グリーンツーリズムは有名だが。地域は酪農
が主力。農業と観光を融合させた“アグリツーリズム”を学ぶ場としたい」と意気込む。

教育課程は２コースで、１学年６０人を定員に２年間のカリキュラムで１２０人の受け入
れ態勢を整える。最大の特徴は、各分野で活躍する経営者や牧場主が名を連ねる講師陣だ。
生産性が飛躍的に高まる搾乳ロボットなどを導入し、業務効率化を実践するなど最前線で
活躍する。

最先端のスマート酪農を学ぶ「農業酪農ＩＴコース」と、ＤＸ化を学ぶ「商工業観光ＩＴ
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コース」の二つのコースを開設。農業と観光を融和させた“アグリツーリズム”の拠点として
地域圏貢献を目指す。

農業酪農ＩＴコースはより実践、現場を重んじる。農場研修、ドローン操作を学ぶなど実
習が約６割を占める。在学中にＡＩ検定や国家資格のＩＴパスポートなどＩＴ関連の資格
だけでなく、酪農の現場で求められる家畜人工授精師やドローン検定の資格取得も後押し。
即戦力の人材を送り出す計画だ。講師の一人平勇人さんは同町で大型酪農・株式会社「ファ
ームノートデーリィプラットファーム」の代表。「若い人がたくさん入る業界は成長できる。
就農、就職でも酪農に関わってほしい」と期待を込める。同社は、大規模化に伴いアジアで
初めてロータリー式搾乳ロボットを導入した同町内の牧場管理も任され、自社分も含めて
中標津最大規模となる搾乳牛５００頭以上を飼養する。学生の受け入れ、同社の技術公開、
伝承などにも積極的にかかわる。

 総括・次期酪肉近論議

今後１０年間の農業を展望する新たな基本計画の内容は次回の連載１２回で詳述するが、
本稿では基本計画と並行して論議された次期酪農肉用牛近代化基本方針（酪肉近）に触れた
い。日本農業は水田農業と畜産酪農をどう結び付け、土づくりから農業生産、食料供給まで
の環境調和型の循環農業の確立が改めて問われている。次期酪肉近と、２４年１２月末にま
とまった２５年度畜酪政策価格・関連対策を読み解くことは、水田農業と畜酪、ひいては日
本農業と食と地域の近未来を占うことにもつながる。

２０２５年３月に今後５年間の畜産の方向性を示す新酪肉近は、２０２４年末でテーマ
別論議を終えた。全体的に課題を網羅した一般論で終始。生乳需給対策、輸入飼料依存脱却
の抜本策、直接支払い制度導入といった問題の「核心」に踏み込んでいないのが実態だ。

・欠陥・改正畜安法踏み込まず
次期酪肉近を論議する畜産部会は各制度の検証と是正策が重要となる。特に酪農は〈欠陥
法〉とも指摘される改正畜産経営安定法の抜本見直しが課題だ。だが、農水省の姿勢は一般
論に終始した。

畜安法の一番の問題点は、生乳流通自由化を促し指定生乳生産者団体の受託乳量シュア縮
小に伴う需給調整機能の弱体化だ。生乳需給コントロールが弱まれば、結局は減産、将来不
安、酪農家の離農に拍車がかかる。同法が「畜産経営不安定法」とも言われる所以だ。
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畜産部会での具体的意見を見よう。これらは、生産現場に混乱を招き、需給調整リスクが
指定団体に偏重している改正畜安法の課題を踏まえたものだ。

・ 「食料有事も前提に国内生産の維持・拡大を基本に、具体的な政策による裏付けある基本
方針を策定すべき」松田克也日本乳業協会会長（明治社長）
・ 「畜安法運用の規律強化、生乳需給調整のため系統外も含めたセーフティーネット構築で、
生産者・乳業者・国が一体となった仕組みを確立すべき」馬場利彦ＪＡ全中専務
・ 「次期酪肉近では生産抑制をしないで済むような需給調整を明記すべき。現行７８０万ト
ンの生産目標を下回らないようにしてもらいたい」小椋茂敏ＪＡ北海道中央会副会長

畜産局では「畜安法の中でそれぞれが果たすべき役割や規律にも引き続き取り組んでい
きたい」と一般論で応じた。問題は畜安法に「需給調整の実施」を明記し、国主導で新たな
需給調整の仕組みを具体的に講じることだ。それについての具体的な言及はない。

・「直接支払い検討」森山発言の行方
農業者の所得確保には２通り。コストを価格に反映する適正価格形成（消費者負担型）と
直接支払い制度（財政負担型）がある。適正価格形成では牛乳が俎上に上っているが、飲用
乳価はもともと需給を大前提に決めるため実現は見通せない。こうした中で、酪農家の経営
赤字分を直接支払いで穴埋めすることや、肥育牛に適用されている生産コストをカバーす
るマルキン制度を踏まえた酪農版マルキンを求める声もある。

北海道農民連盟は２０２４年１１月下旬の２０２５年度酪畜対策中央行動で農水省幹部
に酪農直接支払制度の創設を求めた。農水省は次期基本計画を検討する企画部会で「中期的
なセーフティーネット対策のあり方」を示した。収入保険制度、農業共済、類似制度の集約
などの課題を挙げたものの持続的な制度運営の必要性だけを指摘したにとどまる。大規模な
財政負担を伴う直接支払制度は全く触れていない。

一方で、衆院選で少数与党に転落した石破政権にとって、農政運営でも大幅な修正が迫ら
れかねない。こうした中で、生乳需給機能の強化なども決めた２４年１１月２２日のＪＡグ
ループ基本農政確立全国大会で、自民農林最高顧問・森山裕幹事長が農政全般での直接支払
い検討を明言した。

同発言は今後の基本計画、次期酪肉近論議にも波及しかねない。自公政権と政策連携を模
索する国民民主党の玉木雄一郎代表は農政通でも知られる。会見でも中山間地など現行直
払い制度の「再整理が必要ではないか」と指摘している。同党は衆院選公約で農業全般を対
象とした新たな直接支払制度「食料安全保障基礎支払い」の創設を提起した。例えば、家畜
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なら頭数に応じて交付金を支払い経営継続の「基礎所得」を保証する仕組み。先の「森山発
言」はこれらも意識したものとの見方もある。一方で、全中は日本型直接支払いの抜本的拡
充を求めているが、あくまで中山間、環境保全など現行制度の枠内の位置づけだ。

・脱輸入飼料依存の道筋見えず
持続可能な畜酪経営には、飼料の自給をいかに高めていくかが重要だ。畜産部会でも国産
飼料の振興、飼料自給率の引き上げでは認識が一致した。先進国でも韓国などに次いで低い
飼料自給率２７％の内訳は、粗飼料自給が８０％ある半面、肝心の濃厚飼料自給率は１３％
と異常な低さを示す。

次期酪肉近では飼料自給率の目標値も設定する。現行酪肉近の２０３０年度目標では飼
料自給率３４％、うち粗飼料１００％、濃厚飼料は１５％を掲げている。濃厚飼料の自給は
現状維持が精いっぱいで増やすことは難しいとの政策判断からだ。

この農水省の認識は、畜産部会での次期酪肉近論議でも変化はない。ポイントはいかに国
産トウモロコシを増産するかだろう。今回の畜産部会で良質粗飼料である青刈りトウモロ
コシの記述は２ページにわたるが、肝心の輸入トウモロコシ代替の栄養価の高い子実用トウ
モロコシの資料は半分に過ぎない。これを見ても、農水省の問題意識の濃淡が分かる。

・子実トウモロコシどう振興
それでは、輸入代替の子実用トウモロコシをどう振興していくのか。

子実用トウモロコシは、青刈りに比べ栽培期間が１カ月長く災害リスクが増す。さらに、
最大の難問は輸入トウモロコシに比べコストが２倍前後と高いことだ。ただコスト差が大
きいからといって、このままの輸入依存では国内畜酪の生産基盤が安定しないのは明らか
だ。

こうした中で、注目すべき新しい動きが出てきた。
子実用トウモロコシの大規模栽培実証を担う宮城県ＪＡ古川とＪＡ全農は、原料のトウ
モロコシを全て国産にした配合飼料で育てたブランド和牛「仙台牛」を１２月から１１０万
都市・仙台をはじめ同県内の量販店で販売すると発表した。

畜産部会で農水省は、国産飼料の生産・利用拡大へ、地域の農地利用の将来像を描く「地
域計画」に飼料生産を含めることが重要とした。畜酪農家も計画策定の協議に積極的に加わ
り、飼料作物の需要を地域全体で共有していくことが欠かせない。
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国産飼料振興には限られた農地の有効活用、特に水田農業との連携が問われる。
そこで飼料増産には水田利・活用も重要だ。国内農業の振興、安定的な食料供給には農業
者の急速な減少が大問題。農地維持の点からも省力的な飼料生産の重要性は増す。水田関連
施策との連携、水田活用直払交付金をはじめとした飼料生産との連動も欠かせない。次期酪
肉近では、国産飼料増産と水田農業の具体的な連携の在り方も一層の深掘りが求められる。

・牛肉サシ偏重是正も俎上
持続可能な肉牛経営へコストの５割近くを占める飼料費の割合をどう下げるかも大きな
課題だ。早期出荷や多様な消費者ニーズに応じた適度な脂肪交雑の追求が議題に上がってい
る。飼料費が舎飼いに比べ約３割低い放牧や粗飼料多給型経営のメリットが事例とともに
示された。

脂肪交雑を高める改良が進み、Ａ５等級が和牛去勢で６割を超す現状を踏まえた問題点
の指摘も相次いだ。脂肪交雑を抑えた値ごろ感のある牛肉生産、若者は赤身肉を好む傾向な
どの意見も出た。サシ重視のため慣行の肥育期間約３０カ月と同２６カ月の早期出荷を比
べ、収益性で早期出荷が有利だとのモデル事例の紹介もあった。

※◇番外編

 ＵＲ農業交渉の「舞台裏」
元農水審議官・塩飽メモを読み解く

ここで、本稿『番外編』として、２０２４年末に明らかになったガット農業交渉の経過を
含む１９９３年の外務省公開文書と、筆者自身が持っている当時の交渉官・塩飽二郎農水審
議官の詳細な「メモ」を基に、今の日本農業に大きな影響を与えた「コメ日米秘密交渉」の
〈舞台裏〉を見てみよう。同秘密交渉、ＵＲ農業交渉決着がその後の農業・食・地域に大き
な影響を与えた。再び歴史の大きな「節目」を迎えた２０２５年度に、ガット合意の反省と
日本農業再生へ今後に生かせるヒントもあるはずだ。
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外務省は２０２４年末、日本農業
の転換となった１９９３年（平成５）
の外交文書を公開した。ウルグアイ
ラウンド（ＵＲ）農業交渉妥結の経
過も一部明らかになった。筆者は当
時、ジュネーブ特派員としてガット
最終合意を取材した。そこで、交渉
を担った塩飽二郎農水審議官（当時）
のメモも含め、ＵＲ交渉の「舞台裏」を読み解く。

・政局・コメ・通商大揺れの１９９３年
今から３２年前、１９９３年は国内外で歴史的にパラダイム・シフトとも言うべき地殻変
動が起きた年だった。

１月にはクリントン米大統領就任、通商圧力を強め、対日農産物の市場開放を求める。７
月には自民分裂、総選挙で自民党は野党に転落し、８月には非自民・非共産の細川護熙連立
政権が誕生する。一方で、ＵＲ農業交渉打開へのカギを握る農業高官による日米農産物協議
は、自民、非自民の政権交代とは関係なく一貫して続く。コメ関税化の除外が大きな焦点と
なる中で、国内では記録的な冷夏から大凶作、大量のコメ緊急輸入を余儀なくされた。

◇ＵＲ農業交渉の主な動き
・１９８８年９月
　国会がコメの輸入自由化（関税化）反対を決議。同様の決議は３回目
・１９９１年１２月
　  ガットのダンケル事務局長「包括的関税化」（例外なき関税化）を掲げた最終合意案を
提示
・１９９３年１月
　経済重視を唱えた民主党・クリントン米大統領就任。対日市場開放圧力が増す。
・同年４月　宮沢喜一首相と日米首脳会談（ワシントン）
・同年７月　東京サミット開催、同時に農業団体による世界農業者サミット
・同年８月　自民党野党転落、非自民非共産の細川護熙内閣が発足
・同年９月　記録的冷夏に伴うコメ凶作で緊急輸入を決定。作況指数は「７４」
・同年１０月　日米農相会談（東京）でコメ特例措置が実質合意
・同年１２月１５日　ＵＲ交渉合意、日本は農業総自由化時代へ
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外務省は２４年１２月２６日、ＵＲ農業交渉を巡る水面下での日米協議など極秘指定解
除を含む当時の外交文書を公表した。同時に非自民連立政権の細川護熙元首相ら当時の関
係者もメディア各紙にコメ秘密交渉の経過の一端を明らかにした。

ただこれでは概略しかわからない。実際の交渉はどうだったのか。今回公開の外交文書に
加え、筆者は事務レベルの日米交渉を担った塩飽二郎・元農水審議官から１００ページにわ
たるコピーを２０１８年前後に受け取った。改めて、これと１９９３年当時のジュネーブで
のＵＲ農業交渉の取材、さらには今回の外交文書を照らし合わせると、より立体的に、コメ
秘密交渉の「裏舞台」が浮かび上がった。
そこで、当時のＵＲ農業交渉の深層を探ろうとしたジャーナリストの著書なども含め、い
わゆる「塩飽メモ」を読み解きたい。

・「コメ秘密交渉」５０ページの記録
手元にある「塩飽メモ」コピーは全部で１００ページあまり。うち「ウルグアイラウンド
交渉におけるコメの関税化特例措置の経緯」は46ページ。後ろが切れているので、実際は
５０ページほどだろう。誤字などがあり未定稿だが、ほぼ生々しいやり取りが具体的な日に
ちなども含め書いてある。

大元は東京大学先端科学技術センター御厨貴研究室編集のオーラル・ヒストリー手法に
よる聞き取りだが、その後も塩飽氏自身が修正を重ねたのかもしれない。

通商交渉過程を明かすことは国家公務員法の秘密漏洩に当たる可能性もあり、コピーは
預かるだけで筆者の書棚の奥深くに眠っていた。だが今回の外交文書公開を機に、改めて照
らし合わすと符合するどころか、さらに詳細な内実が明らかになった。

本来なら書くには塩飽氏本人の了解がいる。だが、当人は２０２０年に逝去。外交文書公
開とあわせ、いわゆる「塩飽メモ」を読み解くことで、今後の通商交渉手法の課題、国内農
業振興の農政の在り方にも役立つかもしれない。

・「細川首相は落ちていた財布を拾っただけ」
日米コメ秘密交渉の実相をより正確に言い当てているは、晩年塩飽氏が言った「細川首相
は落ちていた財布（交渉結果）を拾っただけだよ」の表現だろう。つまりは、自民党の野党
転落に伴う政権交代も大冷害も関係なく、１９９３年春以降、半年間にわたり連綿と続いて
いた日米事務レベルの協議の結果を、細川氏が受け入れただけなのだ。



連載　どうなる食・農・地域　～農政記者から見た現状と課題　43

２０２０年８月末に亡くなった塩飽氏をしのび、同年９月１６日に旧知の石井勇人共同
通信アグラボ所長が「めぐみネット」で「財布を拾っただけ」のエピソードに触れた。

筆者自身は晩年の塩飽氏とガット交渉とＴＰＰなどを絡め何度か懇談し、先の交渉経過
を記した全体で１００ページ近いコピーを渡された。その時にこの言葉は聞いていない。だ
が、カウンターパートナー・米国農務省のオメーラ特別交渉官との生々しいやり取り、食事
でのナプキンへのメモなどいくつものエピソードを教えてくれた。

・日本を震撼させたスクープと情報源
「塩飽メモ」に入る前に、ＵＲ農業交渉関連で参考になるいくつかの著書を見よう。交渉
の構図がより立体的に理解できる。自民政調で長年農政を担当した吉田修氏が著した自民
党農政の軌跡を網羅した『自民党農政史』（大成出版社）は、１９９３年の項目は動向しか
触れていない。つまりは、自民農林幹部にも知らせずに協議が進んでいたことを裏付ける。
『ドキュメント平成政治史１』（後藤謙次、岩波書店）は、１９９３年１０月１０日、細
川氏は首相公邸で小沢一郎氏と秘密会談しコメ市場開放の内容を明かす。これに対し小沢氏
は「国内をどう収めるのか」と問うた。今考えると、この翌日・１０月１１日には東京で日
米農相会談があり、事実上のコメ特例措置で手打ちが行われた。実に緊迫した中での細川・
小沢会談だったことが分かる。

筆者は『農政記者四十年』（伊本克宜、農林統計協会）で「塩飽氏は膨大なメモ保持」とし
て「夏のある時期、米国側がコメ関税化で柔軟な姿勢に転じた」「相手が農業事情に精通した
農務省だからよかったが、市場開放一辺倒のＵＳＴＲだったら難しかった」と当時の交
渉の一部を記した。もっとも詳しいのは『日米コメ交渉』（軽部謙介、中公新書）だ。同著
で「日本を震撼させたスクープ」として１９９３年１０月１４日付の韓国有力紙「東亜日報」
の「コメ関税６年猶予で日米合意」と、同時に出た米紙「ジャーナル・オブ・コマース」１
面トップの「日米、コメで近日中に合意へ」の内実も描いた。旧知の軽部氏は時事通信解説
委員長も務め、筆者とガット農業交渉の経過やのちの通商交渉ＴＰＰで意見交換をしたこ
ともある。

「東亜日報」の記事は、コメの特例措置日米合意を塩飽氏が韓国側に報告した内容が漏れ
たものだ。「塩飽メモ」にはその経過にも言及している。次回「ＵＲ農業交渉の『裏舞台』」
でも触れるが、コメ特例措置の日米正式合意は１０月１１日の東京での日米農相会談での
ことだ。

・最終局面で東京から訓令
ガット農業交渉が最終局面に入った１９９３年１２月上旬、ジュネーブ入りしていた全中
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の米国ロビイストからは「交渉は間もなくまとまる。バスケットに例えればいま、ボールは
まさにリングの中に入るところだ。神風でも吹かない限り状況は変わらない」と説明を受け
た。東京では全中が１２月９日、日比谷野音で５０００人を集め「例外なき関税化阻止・ミ
ニマムアクセス阻止全国農業者総決起大会」を開き、徹底抗戦の構えを示した。

そのころ、筆者は他の在日メディア取材記者たちとジュネーブのガット本部前広場で塩飽
審議官が出てくるのを待っていた。交渉の具体的な進展具合をじかに聞くためだ。会場か
ら出てきた塩飽氏は不機嫌で「全く東京の連中は何を考えているんだ。こっちの立場が分か
っていない」と不満を口にし、そのまま自家用車で消えてしまった。

その理由が今回、「塩飽メモ」を改めて点検して理解できた。交渉大詰めで東京から訓令
が来て、その対応に苦慮していたのだ。内容は「輸出条項を強化しろ」。
〈下手をすると、関税化の特例措置のほうに傷がつく危険がある。そこで反対したが、なん
としても各国の了解をとってもらいたいと。やはり「なんだ、日本は今ごろになって」との
反応だったが、何とか農業協定１２条「輸出の禁止及び制限に関する規律」の条文で輸出制
限の例外規定の厳格化を入れ込んだ〉

・「塩飽さんパーフェクトだよ」と自民・宮澤元首相
１９９３年１２月１５日、ガット交渉が合意。塩飽氏はクリスマス前に帰国し、その足で
宮沢元首相に報告に行った。

〈宮澤さんは「塩飽さん、パーフェクトゲームだ」と言ってくれた。それで、そうは言っ
ても残念ながら韓国とのあれで（ミニマムアクセスの輸入拡大率で日本と大きな差がつい
た）と話すと、宮澤さんは「いや韓国なんか」と。〉

自民党の前首相が関税化の例外とするコメ特例措置を「パーフェクトゲーム」と評価した
ことは、決定は細川政権だったとしても自民党も同じ路線を進めていたことを示す。宮澤氏
が「韓国なんか」としたのは、ＭＡの拡大率で日本に比べ大幅譲歩を獲得したことに、途上
国扱いの韓国と、先進国で経済大国の日本と比べても意味がないとも思いからの発言だっ
た。

では、日米間でいつ関税の例外交渉が始まり、実質的な合意に至ったのか。その後、多国
間のマルチ協議でどう収斂していったのか。
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 薄氷の日米コメ秘密交渉

外務省公開文書から、１９９３年１２月１５日を期限としたＵＲ交渉、特に日米コメ秘密
交渉とガットでのマルチ協議、反自民のただ一点で集まった呉越同舟の細川連立政権の政
権内の対応がいかに困難で、薄氷の交渉だったかが分かる。

これら公式的な表舞台とは別に、日米の農務担当官同士の具体的なコメ秘密交渉が「裏舞
台」では７月以降、急ピッチで進んでいたことが「塩飽メモ」から明確に読み取れる。

 １９９３年７月１９日「米国から新提案」

「例外なき関税化」で一貫していた米国に、日本のコメ問題を配慮した「柔軟な姿勢」に
転じたのは、１９９３年７月１９日の塩飽二郎農水審議官とオメーラ農務省特別交渉官と
のジュネーブでのホテルで朝食を挟んでの会合の席だった。それは、米国側から切り出した。

以前、塩飽氏に筆者が「いつごろから米例外扱いが具体化したのか」と問うと、「９３年
の夏ごろ」と応じた。塩飽メモでは、９３年７月１９日のレマン湖畔のプレジデント・ホテ
ルでのこととある。同ホテルは、各国高官、交渉官なども宿泊しており。９３年当時、筆者
も訪れたことがある格式ある高級ホテルだ。

〈７月１９日の会談でオメーラが一つのアイデアを出した。「非貿易的関心事項」の定義
を明確にすることを通じて、非常に限定した形で日本の主張を生かせないか〉
〈以前に日本が提案していた「非貿易的関心事項」（ノン・トレード・コンサーン）と絡
めてオメーラからある提案があった。この概念を推し進めることで、例えば「コメは別立て
だよ」という結論にもっていきたいということでしょう〉

 ９３年９月、「日米４人組」で合意内容詰める

日米コメ交渉は、交渉経過など他に情報が漏れることがないように〈４人組〉に限定して
行われた。日本側は農水省の塩飽二郎農水審議官、熊沢英昭国際部長、米国側は農務省のオ
メーラ特別交渉官と直属の部下・シュローター。日本は外務省、農水省の他の交渉官も除外、
米国は通商代表部（ＵＳＴＲ）、国務省から誰も参加せず。
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〈この４人だけで極秘の検討しようとことで、ずっと最後まで進めた。４人の会合は何回
も、ワシントンやジュネーブでやったりした〉
〈もちろん勝手にしたのではなく、絶えず東京に飛んで帰って京谷昭夫農水事務次官に報
告。金曜日に戻って日曜日の飛行機でトンボ帰りなどもした〉

熊沢氏は塩飽氏の横でもっとも身近にＵＲ農業交渉を仕切った官僚だろう。のちに経済局
長、畜産局長、農水審議官、さらに官僚トップの農水事務次官に昇り詰める。

今回の外交文書公開時に、ＵＲ農業交渉当事者として元交渉調整官の肩書で山下一仁氏が
新聞にコメント寄せている。「コメの例外扱いを勝ち取った交渉としては成功だった。宮澤
喜一さんはパーフェクトだと評価してくれた。しかし、それが日本農業を強くする選択だっ
たのかと問われれば、そうは言えない」「日本は減反政策を維持しコメ価格を高く保つこと
を前提に交渉に臨んだ。『令和のコメ騒動』はその後も減反政策を続けて必要な農政改革を
怠ってきたツケに映る」（日経２４年１２月２７日付）。さらに他メディアでは「結局、農水
省が守ろうとしたのは減反政策で高米価維持の農政であって、農業ではなかった」とも述べ
ている。

果たしてそうか。ＵＲ農業合意と現在の「令和のコメ騒動」を結び付けることの飛躍は論
外としても、その発想は極めて稚拙で単純だ。
山下氏は〈コメ生産調整廃止→安価のコメの輸出で水田も担い手も守られる→米価が下
がった分は担い手に限定した直接支払いで経営支援→自給率向上で食料安保にも貢献〉と
いうあまりに単純な方程式から農政展開を描く。そんなことで日本の稲作・農業が活性化す
るのなら、有能な農水官僚がとっくに実施していたはずだ。

そもそも「減反政策」はもう存在せず、需要に応じた計画的コメ生産と自給率の低い麦・
大豆を中心とした土地利用型作物を増産する水田農業への助成が柱だ。これに輸出も加わ
る総合的な政策パッケージがとられている。特に、極端に低い飼料自給率を改善するため、
飼料作物や飼料用米、ホールクロップサイレージなど水田＋畜酪の耕畜連携の推進も大木は
柱となっている。生産調整廃止を、長年、国の農政業政策に関わってきた生源寺真一東京大
学名誉教授に問うと、「コメは関係者が極めて多く、農業者も中小さまざま。緻密な政策でソ
フトランディング（軟着陸）しなければ、米価大暴落を招く恐れが強い」と、反論した。

また先述したように、ＵＲ農業交渉の肝、コメ特例措置は塩飽、熊沢ラインの極めて限定
した秘密交渉だった。宮澤元首相が「パーフェクト」だと言ったのも塩飽氏に語ったもので、
後から聞いた話に過ぎない。これでＵＲ農業交渉を総括する立場かと首をかしげる。山下氏
は単に交渉の一端にいたに過ぎないと見た方がいいだろう。
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 ９３年１０月１１日、日米農相会談で実質合意

〈１０月１１日エスピー農務長官が来日、三番町の農水省分庁舎の農相会談で「コメの関
税化問題はオメーラ・塩飽間で合意できた内容で結構です」と、日米間で話し合いがついた〉
〈次はマルチ化に乗せなければならない。１０月半ばからドューニー市場アクセス議長に
引き継いだ。特に一番の心配はＥＣの反応だった〉

しかし、細川政権は日米コメ合意の事実、存在を最後まで伏せた。マルチの多国間農協議
を経てドューニー調整案として提出される。

 韓国特別措置に衝撃、「細川首相の直談判の期待叶わず」

日韓は同じコメを主食とする関係からコメ関税化除外で共闘を組んでいた。日米間でコ
メ特例措置で合意ができたのち、塩飽氏は途上国問題を絡めた韓国の特例措置で日韓格差
があまりに大きいことに衝撃を受けた。

日本はＭＡ米（ミニマム・アクセス＝最低輸入機会）を国内消費量の４％から始めて６年
後に８％まで受け入れる。ところが韓国はＭＡ米を１０年間で１～４％にとどめた。当時の
日本のコメ消費量は１０００万トンだから、８％は８０万トン。日本はコメ過剰で生産調整
を行っている。

〈少数国会合の場で手を挙げ、コメ関税化特例措置で日韓の差がありすぎるこれではとて
も国内を説明できないと言うと、みんな「ミスター塩飽の言うとおりだ」と同情が集まった〉

そこで塩飽氏は、東京の農水次官に連絡しＭＡ米の「日本の条件」をもっと緩やかにして
「韓国案」に近づけようと動く。韓国は金泳三大統領がクリントン米大統領に直接働きかけ
３回も電話した結果、ＭＡ米１～４％を獲得した経過があった。

〈細川首相がクリントン大統領に直訴してほしいと農水事務次官に訴えた。「このままだ
ったら細川政権は倒れる」話せばクリントンは絶対に言うことを聞くはずだと言ったが〉と。
ところが「駄目だ」となり激論になった〉
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 残された課題「本当の戦う場は国内」

今後の農業通商交渉に臨むにあたって塩飽氏は示唆的なことを強調している。
〈国民の大方が「なるほど」と思うような方針を立て交渉に臨むべき。国民が一致結束し
てやるということでないと〉
〈本当の戦う場所は、国内なんです。国内が割れていれば、いくら交渉の場でぎゃんぎゃ
ん言ったって、「あなたはそう言うけど、日本国内の意見は違うんでしょう」となる。米大
使館は毎日、その日のうちに日本の有力紙を全訳してワシントンに送っているという。日本
の動きはみんな知っている〉

確かに国内一丸、一枚岩で農業交渉に当たる。食料自給率が先進国最低水準の日本では不
可欠の条件だ。だが、ＵＲ農業交渉後も歴史は繰り返された。原則ゼロ関税のＴＰＰ交渉で
は国内世論を二分、米麦、乳製品の一部など重要品目はある程度配慮されたものの、一段と
市場開放を迫られ、国内農業は縮小を余儀なくされたままだ。

それが本連載テーマである「どうなる食・農・地域」にも大きな影を落としている。

（次回テーマは「新基本計画と２５年農業白書」）
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